
学　校　番　号

評　　価 評　　価
（総　　合） （総　　合）

項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

支援部

A

A

A

・聴覚障がい教育の専門性、
保育及び教科指導力の向上 A

・教員のニーズに合わせた研修内容の充実を図る。
・夏期講習会の実施方法を工夫し、職員の負担軽減を図る。
・地域の研修会への参加の呼びかけを継続する。

・地域の保健師等への理解啓発活動を継続する。
・夏期講習会の地域への呼びかけを工夫する。
・医療、福祉関係者との連携強化を図る。

・特別支援教育のセンター的
機能の充実

・地域のセンター的機能の充実を図るために、理解啓発活動などを
実施し関係機関との連携を強化する。

A

・聴覚障がいに関する教育相談の件数に
変化がないのは、相談内容に応じたよりよ
い対応や工夫が必要になっていることの
現れかもしれない。今後もセンター的機能
の役割を果たすべく努力を継続してほし
い。

・授業力向上、専門性向上のため学部研修〔月１回〕、夏期講習会
〔年１回〕、手話研修〔月１回〕等を計画、実施する。

A

・日常生活における安全の
確保及び適切な危機管理

・高い規範意識と主体的に行
動できる力の育成 A

健康・安全部 A

・緊急時対応訓練については、年度始め
の年間計画に沿って計画的に実施されて
いる。年度途中で新たに必要が生じた訓
練等については、他部署との連携を図り
ながら整理してもらいたい。

・一人一人の心身の状態に
応じた保健指導、健康・安全
教育の充実

・日常の学校生活及び非常
時における適切な危機管理

A

B

A

・年間計画における幼少中の系統性を確認し、見直した年間
計画に沿って実践する。

・訓練時期や内容等について、医療的ケア校内委員会の連
携を図る。
・個別の緊急時対応マニュアルについて、各種委員会と連携
する。

・緊急時対応について、訓練やシミュレーションでの学びや気付きを
学部や学校全体で共有するとともに、個別の緊急時対応マニュアル
等を整理する。

A

B

・性に関する指導の年間計画を見直し、年間行事と照らし合わせな
がら学部ごとに整理するとともに、効果的に実施する。

具体的目標 具　体　的　方　策

・重複学級担当者委員会と連携を図り、重複学級の教育課程編成
について実践・検証を行う。〔月1回〕

・教育活動が円滑に進むように各分掌、学部との連絡調整を綿密に
行い、校舎改築に伴う教育活動や学習環境の整備、行事の検討を
行う。

・児童生徒や保護者対象の進路講演会〔年1回以上〕など、計画的
にキャリア教育の機会を設ける。

こども育成部 A

・生活アンケートの実施を継続することで、
今後もいじめの早期発見に努めてほし
い。危機管理マニュアルについては、本年
度の反省を生かして改善や修正をお願い
したい。

情報教育部 A

・ホームページの更新頻度については、本
校のホームページの閲覧状況を把握した
上で検討してもらいたい。また、内容につ
いては、本校の教育活動や聴覚障がいに
関する興味・関心を高める工夫をお願いし
たい。

教務部

・円滑かつ安全に情報機器
を活用したICT教育の推進 A

A

・年度初めにアンケートを取って職員のニーズを把握し、ニー
ズに合った研修会を実施する。

・ホームページを活用した定
期的な情報発信 B

・ホームページをリニューアルし、年度初めの計画に沿って誰
でも更新ができるようにする。
・各学部行事の実施要項にホームページ作成係を記載するよ
うにする。

A

・生活アンケート等の結果について、迅速な情報共有の方法
を検討する。
・生徒指導上の課題について情報収集や集約の担当を明確
にし、迅速な組織的対応の仕組みをつくる。

・電子黒板やデジタル教科書、表計算やプレゼンテーションソフト等
の使い方について研修会を行い、授業で効果的に活用できるように
する。

・ホームページの掲載計画を立て、行事毎〔月に1回以上〕に更新で
きるよにする。

・訓練実施後、マニュアルと照らし合わせて課題を検討し、幼
児児童生徒の参加方法などの見直しを行う。

・学習指導要領に基づく教育
課程の編成と指導内容の充
実

・キャリア教育の充実と進
路、職業意識の涵養

B

A

A

・重複学級の教育課程について、重複学級担当者委員会だ
けでなく各学部や教育課程検討委員会等においても検証や
検討を行う。

・従来の取組と今年度から始まった進路サポートセミナー等
の新たな取組について内容の見直しと精選を行う。

・幼児児童生徒が落ち着い
て学習に取り組める環境整
備

A ・校舎改築等に伴う学習環境の制約を各学部で共有し、早め
に行事計画を立てて効果的に実施できるよう検討する。

B

A

A
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令和６年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立久留米聴覚特別支援学校

自己評価 学校関係者評価

学　校　運　営　計　画　（４月）
　
　自己評価は

　　　　　A　：　適切である

　　　　　B　：　概ね適切である

　　　　　C　：　やや適切である

　　　　　D　：　不適切である

学校運営方針
一人一人の可能性を最大限に引き出し、子どもたちが聴覚障がい者としての自信と誇りをもち、自ら考え判断し、主体的に課題に取
り組み行動することができる力を育成する。

A A

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　体　的　目　標

【成果】「話し合い活動」や
「言葉の時間」、キャリア学習
などの取組により、言語力と
社会性の育成に資すること
ができた。聴覚障がい教育
夏期講習会等でセンター的
機能を発揮することができ
た。
【課題】学力向上のための授
業改善と、そのための職員
の専門性(手話力及び教科
指導力）の向上を図る。

学力・体力の向上
「生きる力」の育成を目指した主体的・対話的で深い学びの実現、学力向上のための授業改善、
読書活動の推進、外国語・外国語活動の充実、ＩＣＴ教育の推進、県内外の競技会への積極的参
加及び運動活動の推進、体を動かして遊ぶ時間の確保等を通して、学力・体力の向上を図る。

言語力・コミュニケーション力の向上
日本語の読み書き力の向上を目指した授業改善、「言葉の時間」の充実、「話し合い」活動の充
実、豊かな手話表現習得を目指す場の設定、ろう者や聴者と関わる場を通したコミュニケーション
力の育成、体験活動の推進を通して、言語力・コミュニケーション力の向上を図る。

障がい認識・自己肯定感・規範意識・社会
性の向上

障がい認識を育む教育の推進、キャリア教育・人権教育・道徳教育の充実、生徒指導の充実、パ
ワフルキッズタイム(小・中）の充実、ライフスキル教育の実践、危機管理マニュアルの見直し等を
通して、社会性等の向上と危機管理体制の強化を図る。

評価（３月） 次年度の主な課題

A

・重複学級における３つの教育課程を整
理し、その中で使用する教科書や教材等
を検討できたことは成果である。次年度
は、今年度の実践を受けて分かったこと
や効果的だった内容を更に付け加えるな
どして、重複学級の教育課程を作り上げ
てほしい。

A

A

B B

・児童生徒の主体的な活動を促すために、小中学部合同集会「パワ
フルキッズタイム」及び関連する取組を行う。 〔毎月〕

・いじめ等の早期発見に向け、日々の行動観察や学校生活アンケート〔毎
月〕、いじめに特化したアンケート〔学期に1回〕を実施する。

・危機管理マニュアルを効果的に活用し、実践的な訓練を行う。

A

B

特１５



A

B

A

B

A

A

A

B

A

A

B

B

A

B

B

B

A

A

A

B

A

A

B

A

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策 評価項目以外のものに関する意見

・本校卒業後の生徒の進路や高等部・高等学校等卒業後の社
会自立の状況に関する情報提供をお願いしたい。

・主体的な学びの力を培うために、基礎的、基本的な力の定
着を進める指導方法、実態把握の方法に関する研修に努め
る。
・校舎改築期間であり、運動場等の使用に制限があるため、
より意識的に体力づくりや生活習慣の改善の機会を設定す
る。
・進路サポートセミナー及び就職ガイダンス事業を活用し、障
がい認識を深めるための講演会など進路学習プログラムの
検討を行う。

A

・新たな取組を始める際には、「スクラップ
アンドビルド」の観点で従前の取組を見直
し、時間の余裕を作り出すことが大切であ
る。次年度は、卒業生を招いた講演会の
実施や進路ガイダンス事業を活用した進
路学習プログラムについて、具体的な検
討を進めてもらいたい。

・健康な体づくりのため、学級活動等を活用し、生徒自らが生活習慣を確
認・改善できる機会を設定する。

【言語力・コミュニケーション力の
育成】
個々の実態に応じて言語力とコ
ミュニケーション力を育む。

A

・自立活動を充実させるため、実態把握の方法やそれを生かした教材の工
夫、指導内容・方法の工夫について学部内で検討する。〔学部研修を年間
３回以上実施〕

・生徒が様々な他者とコミュニケーションできる力を育成するため、中学校
や聴覚特別支援学校（ろう学校）との学校間交流に取り組む。〔年間３回以
上〕

中学部

【学力・体力の向上】
基礎的・基本的な知識・技能を
主体的に学び、自ら活用してい
くための資質や能力を育む。

・生徒の主体的に学習に取り組む態度を育成するため、授業改善に取り組
むとともに、保護者及び教員相互が生徒の状況や家庭学習の課題等につ
いて情報を共有する。〔「中学部通信（仮）」を年間２回以上発行〕 A

A

【障がい認識・自己肯定感・規範
意識・社会性の向上】
障がいを含めて自己と他者を肯
定的に認識し自信と誇りをもっ
て主体的に生きる力を培う。

・聴覚に障がいのある人としてロールモデルとなる成人聴覚障がい者を招
き、自身の体験から学んだこと等についての話を聴く機会を設ける。〔年間
１回〕

・適切な教育課程の検討、実施、評価、反省と改善による学校教育目標の実現
・メンターチーム制を活用した、聴覚障がい教育の専門性の維持・継承と計画的な人材育成
・基本研修や学校教育研究を活用した、授業力向上に向けた研修や研究の充実
・日本語指導推進委員会の活性化と自立活動（帯自立）における言語指導の再構築

B

・学部会におけるケース会議や、低学年と
高学年に分かれて少人数のグループ会議
など、会議の工夫がされている。また、メ
ンターチーム制の活用については、増加し
ている若年教員の指導に関する悩みや相
談を受け、アドバイスをする場として効果
的であると思われる。本年度の新しい試
みを通して、教員が支え合う姿を見せるこ
とが児童同士が支え合う姿につながって
いる。効率的な実施方法を工夫して、より
効果的な取組となるようお願いしたい。
・目指す子ども像を職員間で共有すること
は非常に重要である。その上で、多様な
実態の子ども一人一人について目標を設
定し、共有することで子どもたちの成長に
つなげてもらいたい。

・朝の連絡会や学部会を活用しミニ手話研修会を実施する。〔週２回以上〕

・複数の目で実態把握や教材研究を行う場を設定する。〔５時間授業の日
の放課後を活用〕

【言語力・コミュニケーション力の
育成】
日本語の読み書き能力を育成し
活用を促す。

・学級、学年を越えて児童同士が話し合い、交流する場を設定する。〔教科
等、特別活動での計画的な実施〕

B
・「言葉の時間」の学部内実践報告会を実施する。〔毎学期末学部
会〕

・行事等の後に作文や詩、絵等をかく活動を計画的に実施し、学部内に掲
示する。〔学期に１回以上〕

・校外学習を活用し、相手や場に応じて適切な行動や言葉遣いを学習し、
実践する場を設定する。〔各学級年間1回以上〕

B

【障がい認識・自己肯定感・規範
意識・社会性の向上】
自他の障がいの理解を深め、発
信する力を育む。

・障がい理解教育を計画的に実施し〔高良内小交流にて年1回以上〕、実践
をまとめる。

A・ろう者・難聴者の発信、表現に触れる機会を設定する。〔中学部弁論大
会、文化事業、キャリア学習会への参加〕

・「目指す子ども像」を職員間で共有し、授業づくりやカリキュ
ラムマネジメントに努める。
・メンターチームミーティングを継続し、「傾聴する姿勢をもち、
支え合い協働する職員集団」の形成に努める。

小学部

【学力・体力の向上】
実態差のある学習集団におけ
る指導、支援を充実させる。

・学部会を活用し、ケース会議を実施する。〔毎学部会〕

B

幼稚部

【学力・体力の向上】
豊かな体験を通して、心身の調
和的な発達を促し、主体的・対
話的な活動の中で、自ら学び、
考え、行動する力を培う。

・幼児の発達段階に応じて、定期的に運動遊びの時間を設定するとともに、
校外学習を計画的に設定し、戸外で遊ぶ時間を十分に確保し、体力・運動
能力の向上を図る。

A

B
・生徒がお互いの違いを認め合い、規範意識や社会性を身に付けることが
できるように、縦割り班活動や校内弁論大会に取り組む。

A

【障がい認識・自己肯定感・規範
意識・社会性の向上】
温かい人間関係の中で、思いや
りの心を育て、自己肯定感を高
め、障がい認識の基礎を築く。

・校外学習において、ルールやマナーを身に付けるとともに、絵カード等を
活用したコミュニケーション等、聴者との関わり方を学ぶ機会を設定する。

A
・高良内幼稚園との交流会や事前事後指導を通して、自分の障がいやコ
ミュニケーションについて気付いたり考えたりする場を設ける。〔年8回〕

・校舎改築中でも、戸外での豊かな遊びや運動を展開していく
ための環境の工夫を継続する。
・新たに作成している自立活動の実態表を活用し、幼児の実
態を的確に把握し、指導に生かす。
・行事を精選することで、幼児に時間的な余裕をもたせ、主体
的な活動を促す。
・手話、音声、文字等による情報保障ができているかの確認
を全職員で徹底する。
・発達年齢に応じた障がい認識の目標を職員間で明確にし、
段階に応じた指導ができるように工夫する。
・日常の教育活動の中でのOJTによる研修等互いに学び合う
ことができる工夫を行うことで、教職員の専門性の継承を図
る。

A
・遊びや行事の前後には「話し合い」活動を設定し、言語力の向上を図ると
ともに、幼児同士が経験や思いを主体的に伝え合ったり、思考を深め合っ
たりできるよう、教師の発問や言葉かけを工夫する。

・保護者や経験の浅い教員を対象に学習会を開催し、手話や言葉の指導
について学ぶ場を設ける。〔月１回以上〕

・合同保育や行事などでの係や学級での日直等の仕事を通して、人の役に
立つ喜びを味わえるようにし、自己肯定感を高める。

A

・幼稚部段階の子どもに対する障がい認
識の育成については、本年度の交流及び
共同学習の反省を生かして幼児期の発達
段階に応じた目標を設定し、目指す姿を
明確にして実施してほしい。

・幼児の実態を的確に把握・分析することで、一人一人の特性や発達段階
に応じた指導支援の工夫を行うとともに、ケース会議を月１回以上開き、職
員間で連携しながら指導支援を行うことができるよう工夫する。

・語彙の定着や概念形成につながる掲示を行い、教室環境を工夫する。

【言語力・コミュニケーション力の
向上】
豊かなコミュニケーション環境を
保障し、日本語の基礎を育てる
とともに、専門性の継承に努め
る。

・生活全般を通して、情報保障への意識を高め、手話、聴覚、文字、音声等
の様々な手段を活用したコミュニケーション活動を展開する。


